※代理店実態を踏まえ、必要に応じて文言を修正してください。

※枠線で囲っている条項は必須項目です。                          
業務委託契約書（標準契約書）継続的な業務委託用


○○○○　(以下「甲」という。)と▲▲▲▲株式会社(以下「乙」という。)は､業務の委託に関して、以下のとおり契約する。

第１条（目的）
甲は、乙に対し、本契約に定める条件に従って業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
第２条（委託業務の内容）
甲が乙に委託する業務（以下「委託業務」という。）は、次のとおりとする。
（1） 
（２）
２ 乙は、委託の本旨に従い、善良なる管理者の責任をもって、前項に基づき甲から委託された業務（以下「委託業務」という。）を処理する。







第３条（業務委託の処理体制等）
甲および乙は、委託業務の処理体制および処理方法等を別途取り決める。
２  乙は、前項の委託業務の処理体制および処理方法等を変更しようとするときは、事前に書面により甲に通知し、甲の承諾を得なければならない。
３  乙は、甲から委託業務の処理体制および処理方法等の変更の申し出を受けた場合は可能な限りこれに従う義務を負う。







第４条（納入）
乙は、別に定める納期を遵守し、その期日に甲の定める方法により甲の指定する場所に成果物を納入する。
２  乙は、成果物の納入が遅延する場合は、あらかじめ甲に通知し、甲の指示に従うものとする。

第５条（検収）
甲による検査の結果、納入された成果物が不完全または品質不良であることが判明した場合は、乙は、不完全品または品質不良品を甲の指定する期日までに引き取り、速やかにその補正を行うものとする。

第６条（所有権移転）
　成果物の所有権は、前条第１項に定める検査合格の時に乙から甲に移転する。

第７条（危険負担）
　納入された成果物が第５条に定める検査合格前に滅失、毀損または変質したときは、甲の責めに帰すべき場合を除き、乙の負担とする。

第８条（業務委託料）
甲が乙に支払う委託手数料について以下のとおり定める。

（1） 委託手数料
（2） 支払方法
（3） 支払時期
第９条（業務の報告等）
乙は、甲に対して所定の方法により委託業務の遂行状況等について、報告する。
２  前項にかかわらず、甲は、必要があると判断した場合には、乙に対して委託業務の遂行状況等の
報告を求め、または検査を行うことができる。






第１０条（再委託の禁止）【案１】再委託を認めない場合
  乙は委託業務を第三者に再委託してはならない。

第８条

第１０条（再委託）【案２】再委託を認める場合
乙は、委託業務の全部または一部を、第三者に再委託する場合には、甲の承諾を得るものとする。
２  前項の場合、乙は当該再委託先に対し、本契約で乙に課せられたと同様の義務を課すものとし、乙は再委託業務の遂行状況等についても第９条に基づき甲に報告するものとする。また、甲は乙を
  通じ、再委託先へ直接、監査を行うことができるものとし、乙はそのために必要な措置を講じなければならない。
３　再委託先において、第１１条に定める機密情報の漏洩等の事故、第１４条に定める不祥事件等が発生した場合には、乙は、直ちに甲に報告するとともに、乙および再委託先は連帯してその責任を負うものとする。









第１１条（機密保持）
乙は、委託業務遂行のために甲から開示または提供された個人情報、顧客情報その他すべての情報（以下「機密情報」という）を善良なる管理者の注意をもって取扱い、事前に書面により甲の同意を得ることなく、本契約の目的以外に使用し、または第三者に開示または提供してはならない。ただし、個人情報および顧客情報を除く機密情報のうち、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。
（１） 開示または提供の後、情報受領者の責によらずに公知、公用となった情報
（２） 甲による開示または提供された時点において、既に自己が保有している情報
（３） 甲による開示または提供によらず、独自に取得した情報
（４） 機密保持義務を負うことなく正当な権限を有する第三者から合法的に入手した情報
２  乙は、機密情報の漏洩、盗用、改竄、滅失又はき損の防止及び目的外利用の禁止に必要な甲が講じていると同様の次の措置を講ずるものとする。
（１）安全管理者の設置
（２）機密情報を含む記録媒体を甲から受領すべき者の特定と受渡記録の保管
（３）作業従事者の範囲の特定
（４）機密情報を含む記録媒体の保管場所を特定し、施錠保管する等第三者によるアクセス防止措置
（５）作業従事者に対する本契約内容の説明および機密保持に関する教育の徹底
（６）その他甲が必要とする組織的、人的および技術的安全管理措置として甲が乙に別途求めた措置（今後追加、変更される措置を含み、措置の内容は、別途「覚書」に定める。）
３  乙は、機密情報を乙の従業員に取扱わせるにあたり、機密情報をもらし、または盗用してはならないなど、適切な監督を行うものとする。
























４．乙は、機密情報について、複写、複製が必要なときは、事前に書面により甲の承諾を得るものとする。
５  本契約が終了した場合には、乙は機密情報及びその複写、複製を遅滞なく甲に返還し、または安全かつ適切に廃棄しなければならない。
６  乙は、機密情報の漏洩等の事故が発生した場合には、直ちに甲に報告するとともに、甲が講ずる措置に協力しなければならない。
７  本条の機密保持義務は、本契約終了後も存続するものとする。










第１２条（苦情対応）
乙は、委託業務に関して、乙の責めに帰すべき事由により、第三者から苦情の申し出があったときは、乙は直ちに甲に書面で報告すると共に甲および乙は、双方誠意をもって対応策について協議するものとする。





第１３条（緊急時の報告等）
乙は、委託業務を遂行できない状況が生じた場合には、遅滞なくその旨を甲に報告するとともに、甲および乙は、双方誠意をもって対応策について協議するものとする。





第１４条（法令の遵守・官公庁対応）
    乙は、委託業務の遂行に際し、法令等を遵守し、公正かつ適正な履行をしなければならない。
２．甲は、乙に対し、委託業務に関連して法令等を遵守するために必要な報告または資料の提供を求めることができる。
３．甲に対する官公庁の検査または監督上の要請があった場合には、乙は甲の求めに応じて検査または監督上の要請に沿った対応の協力をおこなうものとする。
４　乙は、不祥事件等（委託業務遂行に際しての詐欺、横領、背任、その他の犯罪行為、その他保険会社等の業務の健全かつ適正な運営に支障をきたす行為、またはそのおそれのある行為をいう。）が発生した場合には、直ちに甲に報告するとともに、甲が講ずる措置に協力しなければならない。










第１５条（権利等の譲渡禁止）
　乙は、相手方の事前の書面による承諾なき限り、本契約に基づく地位および一切の権利義務をいかなる第三者にも譲渡、賃貸、担保設定その他一切の処分をしてはならない。
第１６条（損害賠償）
乙が、自己の責めに帰すべき事由により委託業務に関して、甲に損害を与えたときは、甲は、乙
に対して損害賠償を請求することができる。



	第１７条（反社会的勢力の排除）
甲および乙は、自己（取締役、執行役、監査役、執行役員、顧問、相談役、理事、監事、支配
人もしくは重要な使用人またはこれらに準じ実質的に経営を支配する者を含む。以下、同じ。）が、現在、暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者を含む。）、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団およびこれらに準じる者（以下、総称して、「反社会的勢力」という。）に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
２　甲および乙は、自己が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
（１）反社会的勢力が経営を支配し、または経営に実質的に関与していること
（２）事業の運営・維持に反社会的勢力を利用していること 
（３）反社会的勢力に対して資金等を提供し、または反復若しくは継続して便宜を供与するなど、
反社会的勢力の運営・維持に関与していること
（４）反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
３　甲および乙は、自己により、または第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
（１）暴力的な要求行為または法的な責任を超えた不当な要求行為
（２）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
（３）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の
業務を妨害する行為
（４）その他前各号に準ずる行為
４　甲および乙は、相手方が前各項のいずれかに違反していることが判明したとき、または違反して
いると合理的に判断したときは、何らの催告を要せず、本契約を直ちに解除することができる。
５  甲および乙は、前項に基づき本契約を解除した場合に相手方に損害が生じてもなんらこれを賠償
する責任を負わない。
６  甲が再委託を認める場合、乙は、再委託先および再々委託先以降（これらの取締役、執行役、監査役、執行役員、顧問、相談役、理事、監事、支配人もしくは重要な使用人またはこれらに準じ実質的に経営を支配する者を含む。）の全てが、反社会的勢力および第２項各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
７  甲は、乙が前項に違反していることが判明したとき、または違反していると合理的に判断したときは、何らの催告を要せず、本契約を直ちに解除することができる。
８  甲は、前項に基づき本契約を解除した場合に乙に損害が生じてもなんらこれを賠償する責任を負わない。
  再委託先または再々委託先その他の者から甲に対してその損害賠償その他の請求がなされた場合には、乙の責任によりこれを解決する。


第１８条（契約の解除）
本契約は、甲または乙のいずれか一方から相手方に対して、３か月前の書面通知により解除することができる。
２  甲または乙が本契約に違反し、違反の是正を要求する相手方からの書面の到着後３０日を経過しても当該違反を是正しない場合には、相手方は当該３０日の満了をもって本契約を解除することができる。
３  甲または乙は、相手方に次の各号に定める事由のいずれかが生じたときは、何らの催告なしに直ちに本契約を解除することができる。
（１）背信行為があったとき
（２）支払の停止又は仮差押、差押、破産、更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始の申し立てがあったとき
（３）手形交換所の取引停止処分を受けたとき
（４）公租公課の滞納処分を受けたとき















４  第２項または第３項の事由により本契約が解除された場合は、甲または乙は、相手方に対して
損害賠償を請求することができる。
５  第２項または第３項の解除が乙の責めによる場合は、乙は受領した業務委託料について、本契約解除日以降の業務委託料相当額を日割計算により甲に返還するものとする。
【留意事項等】・ 第１項の３か月、第２項の３０日は、適宜変更可







第１９条（合意管轄）
甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
【留意事項等】東京地方裁判所を他の裁判所に変更することは可






第２０条（協議）
本契約に定めのない事項および本契約の解釈に疑義が生じた場合については、甲、乙双方誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。






第２１条（契約期間）
本契約の契約期間は、令和○○年○○月○○日から１年間とする。ただし、契約期間満了日の３か月前までに当事者の一方から書面による別段の意思表示がない場合は、本契約は自動的に１年間延長されるものとし、以降も同様とする。　
　【留意事項等】３か月は、適宜変更可





　　　　　　　　　　　　　

本契約締結の証しとして、本書二通を作成し、甲乙記名捺印の上、各一通を保持する。

○○○○年○○月○○日
　　　　　　　　　　　　　甲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
乙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
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